
議 案 第 ２ ６ 号  

 

 

伊 丹 市 事 務 分 掌 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い

て  

 

 

伊 丹 市 事 務 分 掌 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す

る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

 

 

 

 

理  由  

 組 織 の 効 率 化 の た め 。  

議26



伊 丹 市 事 務 分 掌 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年 伊

丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 事 務 分 掌 条 例 （ 昭 和 ３ ７ 年 条 例 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 総 合 政 策 部 の 項 第 ６ 号 を 削 り ， 同 条 市 民 自 治 部 の 項 中 第 ６

号 を 第 ７ 号 と し ， 第 ５ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

⑹  グ リ ー ン 戦 略 の 推 進 に 関 す る 事 項  

付  則  

こ の 条 例 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

議26-2＊


